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海老名市消費生活センター           

海老名市勝瀬175番地の1 海老名市役所2階 

 ０４６－２９２－１０００ 

受付時間 ９：００～１６：３０ 

（月～金） 

海老名市 イメージキャラクター    えび～にゃ

「海老名市消費生活センター」は、海老名市役所 2 階の市民相談

課の隣にあります。 

相談受付時間は平日、午前9時から午後4時３０分までで、 

海老名市に在住・在勤の方を対象に、相談を行っています。 

相談を受けるのは、資格を持つ消費生活相談員です。 

消費生活全般にわたるサービスや商品などの契約トラブル、 

多重債務（借金）などの相談を 

お受けしていますのでご利用ください。 

消費生活情報かわらばん 
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